
【規 則】

島根県希少野生動植物の保護に関する条例施行規則の一部を改正する規則 （自 然 環 境 課） ２
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公布された条例等のあらまし

（規則第84号）◇島根県希少野生動植物の保護に関する条例施行規則の一部を改正する規則

１ 規則の概要

郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う規定の整理（第20条関係）

２ 施行期日

平成24年10月１日から施行することとした。

（規則第85号）◇島根県ひとにやさしいまちづくり条例施行規則の一部を改正する規則

１ 規則の概要

郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う規定の整理（別表第１関係）

２ 施行期日

平成24年10月１日から施行することとした。

規 則

島根県希少野生動植物の保護に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成24年９月28日

島根県知事 溝 口 善兵衛

島根県規則第84号

島根県希少野生動植物の保護に関する条例施行規則の一部を改正する規則

島根県希少野生動植物の保護に関する条例施行規則（平成22年島根県規則第73号）の一部を次のように改正する。

第20条第１号キ中「郵便局株式会社」を「日本郵便株式会社」に、「郵便窓口業務の委託等に関する法律」を「簡易郵

便局法」に、「第８条第１項」を「第７条第１項」に、「再委託業務」を「委託業務」に改める。

附 則

この規則は、平成24年10月１日から施行する。

島根県ひとにやさしいまちづくり条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成24年９月28日

島根県知事 溝 口 善兵衛

島根県規則第85号

島根県ひとにやさしいまちづくり条例施行規則の一部を改正する規則

島根県ひとにやさしいまちづくり条例施行規則（平成11年島根県規則第80号）の一部を次のように改正する。

別表第１の１の表通信施設の項公共的施設の欄中「郵便事業株式会社又は郵便局株式会社」を「日本郵便株式会社」に

改める。

附 則

この規則は、平成24年10月１日から施行する。
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